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　救急現場において、救急隊員は傷病者に対し、お薬や
病歴などの救急業務に必要な情報の聞き取りを行ってい
ます。しかし、病気やけがの症状に苦しみながら救急隊
員の質問に答えるのは負担となりますし、本人や家族等
がお薬や病歴などの情報を正確に把握していないケース
も少なくありません。

マイナ救急では、マイナ保険証をカードリーダーで読
み取ることで、傷病者が受診した病院や処方されたお薬
等の正確な医療情報を救急隊員に伝えることができます。　マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険

証（健康保険証として利用登録したマイナンバー
カード）を活用し、傷病者の医療情報等を閲覧する
仕組みのことです。救急隊員がマイナ保険証をカー
ドリーダーで読み取り、タブレット端末を使用して
傷病者が過去に受診した病院や処方されたお薬など
の医療情報を閲覧します。閲覧した医療情報等は、
傷病者の方がより適切な処置を受けるため、また救
急隊が搬送先医療機関の選定をするために活用しま
す。

　総務省消防庁では、令和 4 年度（６消防本部 30 隊）、令
和６年度（67 消防本部 660 隊）とマイナ救急の実証事業を
行い、実証の結果を踏まえて運用方法の改善や救急隊専用の
システム構築に取り組んできました。
　そして、令和 7 年度には、全国にある 720 すべての消防
本部、ほぼすべての救急隊で実証事業を実施予定です。令和
７年 4 月以降、準備が整った救急隊から順次、運用開始を
予定しています。

　マイナ救急の実施にあたっては、救急隊員が傷病
者の顔と券面上の写真を確認し、本人確認を行うた
め、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不
要です。また、救急隊員が医療情報を閲覧してよい
かお聞きし、傷病者の同意を得た上でマイナ救急を
実施します。なお、生命、身体の保護のため必要な
場合であって、傷病者が意識不明等のため同意を取
得することが困難な場合に限り、同意なしで医療情
報を閲覧することもあります。

あなたの命を守るマイナ救急

マイナ救急とは？

マイナ救急の効果

事業内容

あなたの正確な医療情報を少ない負担で救急隊員に伝えることができます

マイナ救急の流れ

傷病者は身体全体のだるさと息苦しさが収まらない
症状があり、話にまとまりがなく、救急隊員が詳しい
症状を聞くことができなかった。さらに、かかりつけ
医療機関の記憶もあいまいで、具体的な病歴も本人
は覚えていなかった。しかし、マイナ救急によって医
療情報を閲覧し、薬剤情報から「慢性腎不全」であ
ることと、かかりつけの医療機関が判明し、かかりつ
け医療機関に搬送することができた。

傷病者は意識がはっきりしておらず、会話ができな
い状態であった。なぜ意識障害を起こしているかわか
らない状況であったが、マイナ救急で医療情報を確認
したところ、病歴に「糖尿病」があることが判明した
ため、救急隊がブドウ糖を投与したところ、搬送中に
意識レベルが回復し、病院到着前に会話が可能な状
態まで回復した。

◎苦しさのため傷病者の説明が不明確であった事例
（60 歳代男性）

◎外出先で意識障害を起こした事例（60 歳代男性）

令和６年度実証事業において各消防本部から報告のあった活用事例とともに、マイナ救急の効果についてご説明します。

あなたは、自分が飲んでいるお薬の名前を覚えていますか。あなたの家族や友人が通院している医療機関の名前を
知っていますか。救急車を呼ぶような緊急時に、落ち着いて正確な情報を救急隊員に伝えられるでしょうか。

そんなもしものときのあなたの味方になるのが、マイナ救急です。
総務省消防庁では、マイナ保険証を活用した救急業務の全国展開を推進していきます。

　現場の救急隊員は、傷病者の状態を観察して応急処置
を行ったり、いくつもある医療機関の中から傷病者を搬
送する医療機関を探したりしています。

マイナ救急により、傷病者の医療情報を把握できれば、
救急隊員がより適切な応急処置を行うことができます。
また、傷病者の症状に応じた処置が可能な医療機関やか
かりつけの医療機関に連絡を取り、受け入れの調整をす
ることができます。

必要な応急処置を受けながら、あなたにとって適切な医療機関に搬送してもらえます

特集１　あなたの命を守るマイナ救急

　救急搬送された医療機関では、緊急手術が必要な場合
など、一刻を争うような場面もあります。

マイナ救急で入手した傷病者の病歴やお薬などの医療
情報を、救急隊が事前に医師や看護師等に伝えることで、
医療機関側が検査や手術などの治療に向けて適切な受け
入れ準備を行うことができます。医療機関が治療準備を
進めることができれば、傷病者が到着後すぐに治療を受
けることができる可能性が高まります。

医療機関到着後、より早く治療を開始してもらえます

◎意識がもうろうとし、意思疎通困難であった事例
（70 歳代男性）

傷病者は意識がもうろうとした状態であり、意思疎
通が困難な状況だった。マイナ救急により確認できた
薬剤情報から、消化管出血による貧血を疑い、緊急
内視鏡及び緊急輸血可能な医療機関を選定し搬送す
ることができた。搬送先の医師からも、「服薬情報を
事前に得られたため、緊急オペなどの事前準備ができ
た」と感嘆された。

特集１
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POINT

POINT

POINT

①傷病者が情報閲覧
に同意する

②マイナンバーカードを
　読み取る

③隊員が医療情報
を閲覧する

④より適切な処置や
　搬送先医療機関の
　選定につながる！

傷病者の医療情報
を閲覧する
タブレット端末

傷病者の
マイナ保険証

画像：東京消防庁公式Xより



傷病者・医療機関からの声
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  消防庁では、令和 6 年度、67 消防本部 660 隊の協
力を得て、マイナ救急の実証事業を行いました。実
証の結果、課題も見えてきています。令和 6 年度
実証事業期間中の救急搬送件数のうち、マイナン
バーカード不所持、もしくはマイナンバーカードを
所持しているが保険証としての利用登録がされてい

ないことによるマイナ救急未実施件数は、80% を
超えています。
　傷病者の方のマイナ保険証がなければ、マイナ救
急は実施できません。もしもの時に備えて、マイナ
ンバーカードを保険証として利用登録し、普段から
持ち歩いていただくようよろしくお願いします。

マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なの？ Q 

Q 

Q 

Q 

救急隊員に、マイナンバーを見られても大丈夫なの？

救急隊員に、救急活動に関係ない個人情報も見られてしまうの？

救急車で運ばれるような緊急時でも、
マイナンバーカードの暗証番号の入力をしないといけないの？

　ご高齢で夫婦のみで生活し
ている方などは、今までの持
病が曖昧な場合もあります。
そういったときにお薬の情報
等を閲覧すれば、処方された
お薬やかかっている病院が明確にわかるので、
病院選定の役に立っています。

・�過去に受診したことがある病院や処方された
薬の情報も記録として残るので、緊急時に便
利だと感じました。

・�お薬手帳が見つからず、マイナ保険証が役に
立って良かった。
・�糖尿病の持病があり、意識がなくなる可能性
もあったので、持病が伝えられて助かりまし
た。
・�慌てて、思い出せない情報もマイナ救急で伝
えられるので、助かりました。

　傷病者は息苦しさや気持ち悪さなどで救急を呼ぶので、時間が経つにつれて症状が
悪化することが懸念されます。傷病者を救うために、マイナンバーカードが救急活動に
かかる時間を短縮するための１つのツールになってくれるのではと考えています。マイ
ナンバーカードを健康保険証として有効に活用されている方はまだ多くないかもしれま
せん。しかし、いざというときにご自身の身を守る効果が得られると思いますので、マ
イナンバーカードをいつでも取り出せるよう日々携帯していただきたいです。

　呂律が回らない傷病者や
筆談で会話が必要な傷病者
を対応することも多いです
が、マイナンバーカードがあ
ればスムーズに情報が得られ
るのでとても便利だと思います。

・�傷病者の氏名、年齢等の特定に要する時間
が減り、診療に重きを置くことができた。
・�正確な情報は治療に必須なので確実に役立
ちます。重複処方の回避にも役立つと考えま
す。
・�飲んでいる薬が事前に分かったので、緊急オ
ペの事前準備ができた。
・�意識のない患者の場合、救急隊や家族の情
報が頼り。独居や身寄りのない高
齢者患者が増えているので、事前に
情報が分かるのはありがたかった。

現場救急隊員からの声

傷病者からの声

消防救急課職員からの声

現場救急隊員からの声

医療機関からの声

消防庁 HP　URL　 
https://www.mynakyukyu-demonstration.
com/

総務省消防庁 X　URL　
https://x.com/FDMA_JAPAN

マイナ救急ショートムービー　URL　
https://youtu.be/m2lvbyoA8kA

マイナンバーカード健康保険証利用登録　
https://myna.go.jp/html/
hokenshoriyou_top.html

マイナンバーカードはキャッシュカードのように持ち歩いても大丈夫です。マイナンバーカードの ICチップには
税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。ICチップの情報を確認するには暗証
番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。
　紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24 時間 365日体制で受け付けています。「マ
イナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178）」に連絡をしてください。その後、市区町村に届け出て再交付
の手続きをしてください。

マイナ救急では、12 桁のマイナンバーは使用しません。なお、マイナンバーは行政が個人を特定するために使
用するもので、マイナンバーを使用する際は顔写真付本人確認書類などによる本人確認が必要です。このため、マ
イナンバーを知られたというだけで、個人情報が漏れたりすることはなく、何かに悪用することは困難です。

マイナ救急に使用するシステムで救急隊員が閲覧できるのは、氏名や住所等のマイナンバーカード
上に記載されている情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報だけです。税や年金など、救急活動
に関係のない情報は、閲覧できません。

マイナ救急の実施にあたっては、救急隊員が傷病者の顔とマイナンバーカードの写真を確認し、本人確認を行
うため、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要です。

特集１　あなたの命を守るマイナ救急

A

A

A

A

令和6年度実証事業に参加した平塚市消防本部職員からの声

Q&A

マイナンバーカードの保険証登録、携行のお願い
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特集2

令和６年版 消防白書の概要
　近年、激甚化・頻発化する災害等から国民の生命、身体および財産を守る消防の果たす役割は益々増大しており、毎年
刊行する消防白書で、その活動について紹介しています。
　令和６年版消防白書（令和７年１月 21日閣議配布）では、特集において、令和６年能登半島地震等への対応のほか、
近年の大規模災害等への対応、緊急消防援助隊の充実強化、増大する救急需要への対応、消防団を中核とした地域防災
力の充実強化、消防防災分野におけるDXの推進、国民保護施策の推進および新技術の進展を踏まえた消防防災行政の
対応について記載していますので、その概要をご紹介します。なお、詳細は、消防庁ホームページに掲載していますので、
ご覧ください。

令和６年版 消防白書（総務省消防庁）
https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r6/68138.html

※被害情報は令和 6年 11月 21日時点

※被害情報は令和 6年 11月 21日時点

令和６年能登半島地震への対応

地震の検証と今後の対応

令和６年９月20日からの大雨への対応

羽田空港における航空機火災

緊急消防援助隊

宮崎県日向灘を震源とする地震

令和６年台風第 10 号

激甚化・頻発化する災害に対する取組

救急業務の現況

救急業務に係る取組

令和６年能登半島地震等を踏まえた取組発災後 72 時間を経過した状況下
での要救助者の救出現場（輪島市）

○�令和６年１月１日 16 時 10 分に石川県能登地方において、
輪島市および志賀町で最大震度７を観測する地震が発生
した。

○�発災後、直ちに消防庁長官は緊急消防援助隊の出動の求
めを行い（後に出動指示に切替）、発災当初から 2,000
人を超える規模の部隊を展開した。

○�被災地域の消防団は、常備消防と連携した消火・救助活
動や、避難所運営支援や巡回・警戒活動を実施した。

○�令和６年１月２日 17 時 47 分頃、東京国際空港（羽田空港）Ｃ滑走路上
において、日本航空機と海上保安庁機が衝突し、両機が全焼した。

○�国土交通省東京空港事務所の化学消防車６台が出動するとともに、管轄
の東京消防庁からは、大型化学消防車、救急車等 115 隊が出動し、消火・
救急等の活動が行われた。

○�令和６年８月８日 16 時 42 分、日向灘を震源とするマグニチュー
ド 7.1 の地震が発生し、宮崎県日南市で震度６弱を観測した。

○�また、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が気象庁から
初めて発表され、消防庁は南海トラフ防災対策推進地域に係る都
府県に対して、必要な周知を実施した。

死者 447 人、
行方不明者 ３人、
負傷者 1,344 人

138,884 棟

死者 16 人 、 負傷者 47 人

2,301 棟

○�消防庁においては、輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策の
あり方や、緊急消防援助隊の活動などについて検証を行った。

○�近年は、災害が激甚化・頻発化するとともに、南海トラフ地震な
どの大規模地震の発生も切迫している。それらの災害に的確に対
応するため、部隊の増強を図るとともに、緊急消防援助隊設備整
備費補助金の活用や、消防組織法第 50 条による無償使用制度を

○�消防庁では、道路損壊等により進出が困難となった場合の対策と
して、車両の小型化・資機材の軽量化や空路・海路での応援部隊

○�救急需要が増大する中、救急業務を安定的かつ持続的に提供する
ことは、近年の大きな課題となっており、消防庁ではマイナ救急

や♯ 7119 などの取組を推進している。

○�健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードを活用して、
救急隊が、救急搬送する傷病者の過去の受診歴や薬剤情報などの
医療情報等を閲覧することで、医療機関の選定や搬送中の応急処
置を適切に行うことが期待される。

○�令和６年度は、67 消防本部 660 隊の参画を得て実証事業を行い、
運用面での課題整理や有効事例の収集等を行っている。

○�住民が急な病気やけがをしたときに、「救急車を呼んだほうがい
いのか」、「今すぐ病院に行ったほうがいいのか」など判断に迷っ
た際の相談窓口として、医師・看護師・相談員から電話でアドバ
イスを受けることのできる救急安心センター事業（♯ 7119）の
導入を推進している。

○�令和５年中の救急自動車による全国の救急出動件数は 763 万
8,558 件、救急自動車による搬送人員は 664 万 1,420 人となり、
集計を開始した昭和 38 年以降、最多となった。

○�令和６年８月 22 日に発生した台風第 10 号の影響により、８月 27 日から９月１日にかけて、西日本か
ら東日本の太平洋側を中心に記録的な大雨となった。

○大規模ながけ崩れが発生した愛知県蒲郡市では、地元消防本部や県内応援隊により、救助活動が行われた。

○�平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災
害における人命救助等をより効果的かつ迅速に実施できるよう、全国の消防機関相互に
よる援助体制として、同年６月に緊急消防援助隊が創設された。

○�創設当初 1,267 隊であった登録隊数は 6,661 隊（令和６年４月１日現在）まで増加し、
地震、火災、土砂・風水害のほか、噴火や列車事故などのあらゆる種別の大規模災害に
対して、発足から令和６年 11 月までに 45 回出動し、人命救助活動等を実施してきた。

○�令和６年９月 21 日午前、石川県に線状降水帯が発生し、石川
県能登地方を中心に、河川氾濫、浸水、がけ崩れ等が発生した。

○�同日、消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動の求めを行い、
600 人規模の部隊を展開した。

○�緊急消防援助隊や常備消防、消防団の更なる充実強化など、消防
防災対策の強化に一層注力していくこととしている。

活用した車両・資機材の配備により、装備等の充実を図っている。
○�全国６ブロックにおける地域ブロック合同訓練や、全都道府県が

参加する全国合同訓練を実施し、緊急消防援助隊の消火・救助技
術や指揮・連携活動能力等の向上を図っている。

等の進出に向けた関係機関との連携、航空運用調整の強化、緊急
消防援助隊の活動環境の整備を進めていく。

○�また、令和６年５月から９月までにおける全国の熱中症による救
急搬送人員についても９万 7,578 人となり、集計を開始した平成
20 年以降、最多となった。

■ マイナンバーカードを活用した救急業務の円滑化（マイナ救急） ■ 救急安心センター事業（♯ 7119）
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日付 時刻 消防庁の対応

８月８日

８月 15日

16 時 43 分

17 時 24 分

19 時 31 分

21 時 54 分

17 時 11 分

消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部を設置 (第３次応
急体制）

南海トラフ地震防災対策推進地域に係る都府県に対し、気象庁
から発表された「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を周知
南海トラフ地震防災対策推進地域に係る都府県に対し、気象
庁から発表された「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」
を周知
南海トラフ地震防災対策推進地域に係る都府県に対し、「日向
灘を震源とする地震に係る関係省庁災害対策会議」の情報を
提供

南海トラフ地震防災対策推進地域に係る都府県に対し、政府
としての特別な注意の呼びかけを終了したことを周知
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特集１

特集 3

特集４

特集 2

人的被害

住家被害

人的被害

住家被害

令和６年能登半島地震等への対応

緊急消防援助隊の充実強化

増大する救急需要への対応

近年の大規模災害等への対応

負傷者 16 人 83 棟

4,986 棟

死者 ８人 、 負傷者 134 人

人的被害 住家被害

住家被害

人的被害

特集 2　令和６年版 消防白書の概要
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（消防団員数（万人））

（年度）
0
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（対前年比
▲15,989）

昭和30年に200万人を割り込む

平成２年に100万人を割り込む

1　消防団員数の推移

（学生消防団活動認証制度導入市町村数）
学生消防団員数 学生消防団活動認証制度導入市町村数

H26 27 28 29 30 31（R1） 2 3 4 5 6

2,725 3,017
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（年度）

3　学生消防団員数の推移
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（女性消防団員がいる消防団数の割合（％））
女性消防団員数 女性消防団員がいる消防団数の割合

（女性消防団員数）

（年度）

2　女性消防団員数の推移
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（導入市町村数） （機能別消防団員数）
機能別団員数 機能別団員制度導入市町村数

（年度）H26 27 28 29 30 31（R1） 2 3 4 5 6

12,771
14,196

16,495
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4　機能別消防団員数の推移

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

271271 301301
350350

397397
447447

501501
558558

616616
665665

705705
750750

8 9A p r i l A p r i lV o l . 2 9 2 V o l . 2 9 22 0 2 5 2 0 2 5M I C M I C

消防団の現状

緊急消防援助隊の指揮支援体制の強化

安全保障環境等を踏まえた国民保護施策の進展

最近の北朝鮮によるミサイル発射の動向と消防庁の対応

消防指令システムのインターフェイスの標準化・消防業務システムのクラウド化

新たな課題への対応

新技術の活用による消防力の向上

消防団の充実強化の取組

災害時の映像情報共有手段の充実

○�消防団員数は年々減少。令和６年
４月１日現在、前年に比べ、1 万
5,989 人減少し、74 万 6,681 人と
なっている。

○�一方、入団者数については、入団
促進に向けて重点的に取り組んで
き た 女 性 消 防 団 員 数（ 前 年 比
2.3％増）、学生消防団員数（前年
比 8.5％増）、機能別消防団員数

（前年比 8.3％増）の増加等に伴
い、２年連続で増加した。退団者
数については、３年ぶりの減少と
なった。

○�緊急消防援助隊の指揮支援部隊がデジタル作戦卓等の DX 資機材を用
いて映像等のデジタル情報を含めた豊富なリアルタイムの情報を収集、
整理、共有することで、指揮支援体制の強化を図っていく。

○�令和６年度は、９都道府県の消防本部に配備し、習熟訓練などを実施
する。

○�これまで、消防団員の報酬の基準の見直しなどを行ってきたこと
に加え、消防団員が退職した際に階級および勤務年数に応じて支
給する「退職報償金」について、現在は勤務年数「30 年」区分

○�令和 6 年５月、北朝鮮により弾道ミサイル技術を使用した発射
が強行され、発射された物体が日本の領域に落下するまたは上空

○�政府において「令和６年能登半島地震に係る災害応急対応の自主
点検レポート」等が取りまとめられ、消防防災分野においては、

○�令和６年度から令和８年度にかけての各消防本部におけるシステ
ム更新のピークを機に、様々な外部サービスとの連携や新機能の
追加、コスト・調達業務の負担軽減等を図るため、消防指令シス

○�新エネルギーを利用する発電施設や製品等における火災事例が発生して
おり、消防庁として、各消防機関で適切な消防活動が行われるよう対策
を講じている。

○�また、水素エネルギーやリチウムイオン蓄電池などの新たなエネルギー
技術の普及に伴い、安全性の確保を前提として、消防法令における危険
物規制のあり方についての検討を進めている。

○�消防庁・消防研究センターでは、官民連携の研究開発による新技術の実用化を推進して
おり、これまでに、パンク後も一定距離走行可能なパンク対応タイヤや、少量の放水で
延焼拡大抑制効果が期待できる高粘度液体放射装置などを実用化してきた。

○�消防庁では、「消防防災科学技術研究推進制度」による研究開発を推進しており、無人
走行放水ロボットの研究開発や、AI や DX を推進する技術の現場活用検証などの令和
７年度の研究テーマを公募し、委託研究を行うこととしている。

○�各市町村において、国民保護事案の発生時、住民の避難のための
避難実施要領を円滑に定められるよう、消防庁では、あらかじめ
複数パターンを作成しておくことを促進するための取組を進めて
いる。

○�消防庁では、爆風等からの被害を軽減する緊急一時避難施設の指
定について、地方公共団体等に働きかけを行い、指定の取組を促
進している。

○�国民保護措置に関する国と地方公共団体との共同訓練について、
消防庁では、内閣官房と連携し、全国における取組を一層推進し
ている。

○�被害の早期把握による迅速な対応には、より多くの災
害発生直後の映像情報が必要であり、消防庁と地方公
共団体の間における災害時の映像情報共有手段の一層
の充実を図るため、「消防庁映像共有システム」を整
備し、令和６年９月から運用を開始している。

○�令和６年度中に、「消防庁映像共有システム」を、内
閣府の新総合防災情報システム（SOBO-WEB）と接
続し、災害映像を関係府省庁とも共有していく。

○�令和６年度は、消防団員の確保や負担軽減など、働き方改革につながるノウハウ等が記載
された「消防団員の確保に向けたマニュアル」を作成している。

○�災害対応能力の高度化を目的としたドローンの操縦講習について、特に若年層における入
団促進効果も期待できることから、今後、全国において積極的に展開していく予定として
いる。

○�「消防団の力向上モデル事業」等により、女性が活動しやすい環境づくりに向けた取組を
重点的に支援していく。

で頭打ちとなっているところ、シニア層の活躍促進のため、新た
に「35 年以上」区分を導入することとし、消防団員の処遇改善
を図っている。

を通過する可能性があったことから、J アラートにより、国民に
対して避難の呼びかけ等を伝達した。

ドローンや衛星通信資機材などの有効な新技術について、今後よ
り一層の活用を推進していく必要がある。

テムのインターフェイスの標準化や消防業務システムのクラウド
化を推進している。

■ 処遇改善の推進

■ 避難実施要領のパターン作成促進

■ 避難施設の指定促進等

■ 令和６年能登半島地震を踏まえた有効な新技術

■ 官民連携による研究開発

■ 新技術の実用化に向けた今後の対応

■ 国民保護共同訓練の充実強化

■ 幅広い住民の入団促進

消防庁映像共有システムの運用例

緊急一時避難施設（地下施設）の例（福岡市天神地下街）

無人走行放水ロボット

特集 2　令和６年版 消防白書の概要

特集 5

特集 7

特集 8

特集 6

消防団を中核とした地域防災力の充実強化

国民保護施策の推進

新技術の進展を踏まえた消防防災行政の対応

消防防災分野におけるDXの推進

消防庁（現地広報員等）
緊急消防援助隊が撮影

活動・被災状況の把握
（消防庁・緊急消防援助隊で共有）

投稿システム画面（一覧・地図）

消防庁映像共有システムへの情報共有

投稿 閲覧

ド
ロ
ー
ン
を
用
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た
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対
応
講

習
の
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子

次世代自動車事故への救助対応訓練
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熊本県
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温泉、農作物、景観などの恵みを受けながら
活火山の近くに60万人が暮らす鹿児島市は
「あなたとわくわく　マグマシティ」を合言
葉にシティプロモーションに取り組んでい
る。「マグマ」には、まちや人の熱量の意も。

黒牛や黒豚、ぶり、かんぱち、焼酎、お茶、
さつまあげ、鶏飯など鹿児島市は美味の宝庫。
大きな物は 30kg を超える桜島大根、直径
5cm足らずの桜島小みかんはいずれも桜島
の名産品。

薩摩藩には若者が子どもを指導する郷
ご

中
じゅう

とい
う仕組みがあり、有為の人材が育った。西郷
隆盛や大久保利通らが生まれ育った市内には
彼らの銅像や石碑が点在。写真は五代友厚や
町田久成など薩摩藩遣英使節団の像「若き薩
摩の群像」。

火山と

共生する
まち

食の

まち

歴史の
まち

地方の地方の
かがやきかがやき

九州の南端、鹿児島県本土の中央部に位置する鹿
児島市。明治 4年の廃藩置県とともに県庁所在地
となり、以来、政治・経済・社会・文化などの都
市機能を集積。南九州の拠点として発展してきた。
平成8年に中核市に指定。

Kagoshima-City Profi le

鹿児島市
鹿児島県

「ICTで住みよいまち」を
掲げる
南九州の拠点都市

人口：582,717 人（令和 7年 1月 1日現在）
面積：547.61 ㎢
URL：https://www.city.kagoshima.lg.jp/

街地からわずか 4km の場所にある活火山が
鹿児島市のシンボル桜島です。桜島では、ダ

イナミックな火山の景観を満喫できクロスバイクや
カヤックなどのアクティビティも楽しめます。
　鹿児島市は歴史のロマンにあふれたまちでもあり、
薩摩・大隅・日向を治めた島津氏の城下町として栄
え、幕末には藩主島津斉

なり

彬
あきら

により反射炉やガス灯、
洋式帆船が造られ、世界遺産「明治日本の産業革命
遺産」の構成資産である旧集成館と寺山炭窯跡、関

市

かごしま黒
くろ

豚
ぶた

さつまいもを食べて育った黒豚。歯切れがよく
柔らかい、肉質がしまりジューシー、甘みを感じ
旨みが多い、脂がべとつかず、さっぱりしてい
　　　　　　　　　　　　　　　　るのが特徴。

島津氏 19 代当主光久が築いた島津家別邸。雄大な桜島を築山、錦江湾を池に見立
てたスケールの大きな庭園を飾るのは四季折々の花々。11月には菊まつりを開催。

1,300年の歴史を有すると伝わる月讀神
社。小さな展望台からは桜島と錦江湾、
市街地を一望できる。

約800種1万点展示。九州で唯一の世界
最大の魚ジンベエザメやカツオなどが
群泳する黒潮大水槽は圧巻。うみうし
研究所やクラゲ回廊など珍しい展示も。

仙
せん

巌
がん

園
えん

月
つき

讀
よみ

神社 いおワールドかごしま水族館

没後50年祭記念として鹿児島市出身の彫刻家
で渋谷の忠犬ハチ公の制作者でもある安藤照
が完成させた銅像。城山を背景に陸軍大将の
制服姿で立つ。道路をへだてた撮影スポット
からは愛犬の像と一緒に撮影できる。

かき氷に練乳やフルーツや小豆
などを彩り盛りつけた鹿児島市
発祥の氷菓。コンビニチェーン
が全国展開するほどの人気。

西郷隆盛銅像

維新ふるさと館

白熊

幕末の薩摩と明治維新を映像・ジオラマ・ロ
ボットなどを使って紹介する歴史観光施設。

毎年11月2日・3日に行われる南九州最大の祭り。民謡「おはら
節」や「鹿児島ハンヤ節」などに合わせた総踊りを中心にダンス
や伝統芸能などの催しが行われる。天文館一帯は祭り一色に。

吉の疎水溝が残されています。
　南九州一の繁華街の天文館や平川動物公園、観光
農業公園グリーンファームなど観光資源も多く、ま
た市内に温泉源泉が約260か所もあり、銭湯でも温泉
を楽しめます。みなと大通り公園は年末のイルミ
ネーションが名物。桜島や錦江湾など世界に類を見
ない自然景観を生かした夏の夜の一大イベントとし
て、かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会を開催
予定です。

お はら祭

　より住みよいまちにしてい
くため、職員には ICT を軸
に仕事の仕組みを変え、市民
サービスの向上を図ろう、と
言っています。まずは身近な
行政サービスを便利にする。
情報システムを標準化する。
さらにマイナンバーで本人認
証する独自サービスを載せら
れるようにする。こうした
ロードマップを描き、「行か
なくてもいい市役所」に向け、
一歩ずつ進んでまいります。

「行かなくてもいい市役所」に向けて一歩ずつ
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CIO補佐官やDX推進サポーターに民間人材を登用。

地域におけるデジタル化を推進する産学官金協働の協議会。

 鹿児島市
の取組  目標は

「行かなくてもいい市役所」

 DX推進
X 推進の基本理念を「ICT で住みよいまちへ」
とする鹿児島市は、令和 3 年に市長自らが

CIO（最高情報統括責任者）となり、CIO 補佐官と
して民間人材を登用。令和 5 年度に DX 推進部、令
和６年１月にかごしまデジタルスマートシティ推進
協議会を立ち上げ、地域産業の ICT 活用や職員や
市民のリテラシー向上に取り組んでいます。
　市民の利便性向上のため、「行かなくてもいい市
役所」という将来像に向け、証明書の発行や請求・
届出などの手続をオンライン化。公共施設の予約や
使用料の支払いをオンラインで完結できるシステム
も拡充しており、スマホで空き状況を確認できる病
児・病後児保育受付システム「あずかるこちゃん」
などの運用もスタートしました。

D

　鹿児島市中心市街地の複合商業ビル・センテラス
天文館内にある鹿児島市立天文館図書館は会話や飲
み物の持ち込みが可能というユニークな施設。同図
書館は背表紙の画像を解析して蔵書の点検を効率的
に行えるAI 蔵書管理サポートサービスを導入して
おり、利用者はセルフ貸出機で背表紙を読み取らせ
ることで貸し出し手続を完了できます。

タグなしで読み込めるため
低コストの運用が可能。

Webで座席の予約、空席状
況の確認もできる。

図書館もDX化 いき いき！
いき いき！

きら
 きら！きら
 きら！

鹿児島の
　    くらし

　立ち上る噴煙に荒々しい地球の鼓動を感じられる桜島、
大噴火が造ったカルデラの海の錦江湾という壮大な景観
に魅せられ、隣の日置市から移り住み、３月まで鹿児島
市の地域おこし協力隊員として桜島を E-bike で巡るサ
イクリングガイドツアーなどに取り組みました。見どこ
ろの一つが植生で、噴火を繰り返すたびに新たな大地が
生まれる桜島は溶岩ができた時代の違いにより、コケか
ら森に至る植生の変化を観察できる「天然の博物館」です。

元地域おこし協力隊

押川蓮
れん

斗
と

さん

サイクリングガイドツ
アーでは火山と共生する
人々の暮らしも案内。

温かく、地域への
思いの強い島民たちも

桜島の魅力です

1  鹿児島市
の取組2

市
民
の
待
ち
時
間
を
大
幅
に
短
縮
！

書
か
な
い
窓
口

窓口体験調査では職員が引っ越しする市民になりきって手続。

標とする「行かなくてもいい市役所」への途
中段階として窓口業務を改善するため、市職

員が手続を体験し、課題を洗い出したうえで、令和
5 年度に導入したのが「書かない窓口」です。対象
は住民異動届や証明書の申請書など。
　来庁者は書類に住所や氏名などを繰り返し記入し
なくてすむようになり、さらに、BPR※による業務効率
化で、引っ越しの多い春の繁忙期の待ち時間がほぼ
半減しました。
　また転入・転居などのライフイベントに伴う手続
はナビゲーション機能を利用することにより手続漏
れを防ぐ仕組みにしています。

目
動線に合わせて窓
口レイアウトを見
直し、記載台を撤
去、発券機を移動。

※BPR（ビジネスプロセス・リエンジ
ニアリング）：プロセスの視点で組織
や制度を見直し、職務を改革すること。

窓口業務の BPR・書かない窓口（令和６年繁忙期実績）
最大待ち時間
　３時間 59分  

平均待ち時間
　　　  58分  

市民の滞在時間（最大）
　　   7 時間

内部処理時間（最大）
　　  3 時間

市民への還元時間（令和６年３月25日～４月７日の14日間）

  3,197時間（金額にして約280万円相当）

職員の時間外勤務削減効果（令和６年３～４月）※前年比

1,359 時間削減（金額にして約229万円相当）

２時間３分（△ 49%） 23分（△ 60%）

３時間10分（△ 55%）  1時間10分（△ 62%）

中核市でトップクラスの普及率に

マイナンバーカード
申請サポート

3 鹿児島市
の取組

イナンバーを重要なインフラととら
え、鹿児島市は普及に力を入れていま

す。市役所のほか一部の郵便局でも顔写真の
撮影や申請書記入を手伝うマイナンバーカー
ド申請サポートを実施、休日開庁日の拡充、
職員による出張申請受付の実施、臨時交付セ
ンターの開設などの普及策により、令和 3 年
度から 5 年度にかけて約34 万枚のカードを
交付。交付率は 41.3％から一気に向上し、
79.5％と中核市で 2 位になりました。

マ

広報体制も強化、ポスターのほかテレビ、
ラジオ、Webなどでも告知した。

マイナンバーカード臨時交付セ
ンターを開設。

※令和４年５月～令和６年３月
まで開設
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e d i t o r i a l  n o t e

● 広報誌 ｢ 総務省 ｣についてのご意見・ご要望は、電子メールでお寄せください　　　　　　　　　  MAIL▶ kohoshi@soumu.go.jp

の ヒ ント 総務省　地域DX 検索

　令和６年４月号より全 12 回に
わたり掲載しておりました「地域
DX のヒント」については、令和
７年度においても引き続き、地方
公共団体が DX を進めるためのヒ
ントや意欲的に取り組む団体など
の情報をお届けします。
　地域 DX のヒント第 13 回では、
自治体のデジタル人材の確保に向
けた「都道府県と市町村が連携し
た DX 推進体制の構築」という取
組についてご紹介します。
　全国的に、官民問わずデジタル
人材が不足する中、特に小規模市
町村においては、人材不
足が深刻であり、人口
５万人以下の団体にお
いては、211 団体が、DX
推進担当職員が１人以
下の、いわゆる「1 人情
シス」状態となっており
ます。

　市町村単独でデジタル人材を確
保していくことは困難であり、都
道府県による人材派遣を求める声
は多く、特に、実際に業務に従事
する人材がほしいという声を伺っ
ております。
　こうした現状を踏まえ、総務省
としては、令和７年度中に、全て
の都道府県で市町村と連携した推
進体制（以下「推進体制」という。）
を構築し、その中で、市町村が求
める人材プール機能を確保してい
ただきたいと考えているところで
す。

　都道府県人材プールの充実に向
けて、デジタル人材としてのスキ
ル・経験を有し、市町村支援業務
を行う都道府県の常勤職員につい
て、令和７年度から普通交付税措
置を講ずるほか、採用ノウハウの
提供や協力可能な企業・人材のリ
スト化を始めとする支援策を拡充
しております。
　各地方公共団体が推進体制構築
に向け、取組を加速化していただ
けるよう、引き続き、支援を行っ
ていきます。

都道府県と市町村が連携した
DX推進体制の構築

　４月号をお読みいただきありがと
うございます。年度も変わりました
ので広報誌も装いを新たにしました。
　今回、地方のかがやきでご紹介し
たのは鹿児島県鹿児島市です。シン
ボルでもある桜島はどの方角から見
るかによって全く違う見た目になり、
鹿児島出身の方は生まれ育った場所
によって「自分の桜島」があるそう

です。
　鹿児島市はかつて「日本一待ち
時間が長い市役所」と言われたこ
ともあったそうですが、窓口業務
の自動化や「書かない窓口」の採
用などにより、待ち時間や記載な
どの手間の削減に取り組んでいま
す。同時に職員もモバイル PC を
使用した会議・打合せのオンライ

ン化・ペーパレス化などデジタル
化による働き方改革を実施してい
ます。取材の際も職員の方はモバ
イル PC を便利に使いこなしてお
られました。
　末尾になりましたが、今回ご協
力いただきました皆さまには心よ
り感謝申し上げます。

（広報室　C.H）

編 集 後 記

　noteは投稿者が文章や画像、音声、動画を投稿し
て、読者がそれらを楽しんで応援できるメディアプ
ラットフォームで、投稿者のストーリーや想いを届
けやすいという特徴があるといわれております。
　総務省の政策に関する分かりやすい記事の発信は、
今後とも、この広報誌「総務省」でも行ってまいり
ますが、本誌の誌面の都合上、掲載することができ
なかった内容などについても、noteではご紹介する
予定です。

　総務省では、取り組んでいる政策をより国民の皆
様に知ってもらえるよう、オンラインによる情報発
信も推進しています。その一環として、令和６年
11月から、新たにnoteによる投稿をはじめました。
以下、その取組を紹介します。

　また、これらのオンラインの記事をきっかけに、
本誌をより多くの読者の皆様にご覧いただけたらと
考えています。本誌は総務省ホームページでも閲覧
できるほか、スマートフォン用無料アプリ「マチイ
ロ」でもご覧いただけます。
　これからもnoteやそれぞれの総務省公式 SNS の
特性を生かして、総務省の取組をオンラインでも発
信していきますので、どうぞよろしくお願いします。

01
M I C  N E W SM I C  N E W S

総務省公式note始めました

そのほかの総務省のSNSアカウントは、総務省HPに掲載しております。
https://www.soumu.go.jp/sns/index.html

noteYouTubeFacebookX
（旧ツイッター）Instagram
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